（様式第３－１号）
番　　　　　　　　　号
令和　　年　　月　　日
                                
　　　　　　　　　　　　　　　殿


                                    　　　　岡山県知的障害者更生相談所長


療育手帳（再）交付決定通知書

　先に行われた岡山県療育手帳制度要綱による療育手帳の（再）交付申請について、次のとおり決定したので、別添のとおり手帳を交付します。
　なお、療育手帳に「次の判定年月」が記載されている方は、児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定を受けてください。
　また、住所移転等があった場合には、速やかに市町村を経由し県に届け出てください。

                                    記

        ・手帳番号

        ・種　　別                       ・程度

        ・本人氏名

        ・交付年月日

　　　　・次の判定年月






（教示）                                    ※ 再交付決定通知書には教示しない
　この処分に不服があるときは，この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に，岡山県知事に対して審査請求をし，若しくは同日から起算して６月以内に，岡山県を被告としてこの決定の取消しの訴えを提起し，又はこれらのいずれについても行うことができます。　 

